
長崎市歴史的風致維持向上計画 

206 

 

第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項 

１ 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する方針  

長崎市の歴史的風致維持向上施設（地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与する公共

施設等）の整備及び管理に関する事業は、目的・内容別に「歴史的建造物の保存・活用に関す

る事業」、「歴史的建造物の周辺環境保全・形成に関する事業」、「歴史的な営みや活動の継承に

関する事業」、「賑わいの創出に関する事業」の４つに分類した。 

本市固有の維持及び向上すべき歴史的風致の魅力に、一層磨きをかけていくための取組みの

拡充を図り、重点区域内において、歴史的風致維持向上施設の整備と適切な管理に関するハー

ド・ソフト両面の各種事業に取り組んでいく。  

整備については、施設や周辺環境の歴史的・文化的な背景や、そこで行われる活動との関係

など、その価値を十分に把握したうえで、関係機関、地域住民、関連団体等との協議を適宜行

いながら実施するものとし、市民や来訪者が本市の歴史的風致をより身近に感じられるよう整

備を行うことで歴史的風致の維持及び向上を図る。  

管理については、施設の管理者や関係課、関係機関等と十分な協議や調整のうえ、今後も適

切に実施する。また、地域住民や関連団体等との連携による維持管理にも取り組み、必要に応

じて、所有者等への指導・助言を行う。以上に加え、「第３章 歴史的風致の維持及び向上に関

する方針」に基づき、事業を推進する。 

なお、事業の実施にあたっては、国や県の補助金制度を有効に活用するよう検討していく。 

 

２ 重点区域における事業  

（1） 歴史的建造物の保存・活用に関する事業  

１-１ 重要文化財旧長崎英国領事館本館ほか９棟保存整備事業 

１-２ 重要文化財旧グラバー住宅主屋及び附属屋保存整備事業 

１-３ 伝統的建造物等（民間所有）保存整備補助事業  

１-４ グラバー園伝統的建造物耐震対策事業 

１-５ 景観形成助成金 

１-６ 重要文化財旧オルト住宅保存整備事業 

 

（2） 歴史的建造物の周辺環境の保全・形成に関する事業   

２-１ 花のあるまちづくり事業（ばら植栽管理）  

２-２ グラバー園施設整備事業 

２-３ 老朽危険空き家対策事業 

２-４ 特定空家等除却費補助事業   

２-５ 夜間景観整備事業  

２-６ 景観まちづくりガイドライン策定 

２-７ 景観支障物件の除却 
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（3） 歴史的な営みや活動の継承に関する事業 

３-１ 出前講座  

３-２ ながさき歴史の学校事業 

３-３ 住宅リフォーム支援補助金 

３-４ 定住促進空き家活用補助金 

３-５ 空き家・空き地情報バンク制度 

３-６ 地域コミュニティ連絡協議会の設立・運営支援  

 

（4） 賑わいの創出に関する事業  

４-１ まちなか賑わいづくり活動支援事業 

４-２ 旧浪平小学校跡地広場整備事業 

４-３ 案内・誘導サイン整備事業 
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1-1重要文化財旧長崎英国領事館本館ほか９棟保存整備事業 

1-2重要文化財旧グラバー住宅主屋 

及び附属屋保存整備事業 

1-4グラバー園伝統的建造物耐震対策事業 

2-2グラバー園施設整備事業 

2-5夜間景観整備事業（日本基督教団長崎教会） 

2-5夜間景観整備事業（旧香港上海銀行長崎支店） 

2-5夜間景観整備事業（伊勢町大浦町線） 

各事業の位置  

【その他】 

1-5 景観形成助成金（市内全域） 

2-3 老朽危険空き家対策事業（市内全域） 

2-4 特定空家等除却費補助事業（市内全域） 

2-5 夜間景観整備事業（環長崎港地域） 

3-1 出前講座（市内全域） 

3-2 ながさき歴史の学校事業（市内全域） 

3-3 住宅リフォーム支援補助金（市内全域） 

3-4 定住促進空き家活用補助金（市内全域） 

3-5 空き家・空き地情報バンク制度（市内全域） 

3-6 地域コミュニティ連絡協議会の設立・運営支援（市内全域） 

4-1 まちなか賑わいづくり活動支援事業（まちなかエリア） 

1-3伝統的建造物等（民間所有）保存整備補助事業（活水学院本館） 

【重点区域内全域】 

2-1 花のあるまちづくり事業（ばら植栽管理） 

2-6 景観まちづくりガイドライン策定 

2-7 景観支障物件の除却 

4-3 案内・誘導サイン整備事業 

1-6重要文化財旧オルト住宅保存整備事業 

4-2 旧浪平小学校跡地広場整備事業 

2-5夜間景観整備事業（南山手町１号線ほか１線） 

2-5夜間景観整備事業（大浦町下町１号線） 

2-5夜間景観整備事業（南山手町４号線） 
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３ 事業一覧  

（1） 歴史的建造物の保存・活用に関する事業  

事業番号１-１ 

事業名 重要文化財旧長崎英国領事館本館ほか９棟保存整備事業 

事業主体 長崎市 

事業期間 平成 26 年度～令和７年度 

支援事業名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（文化財保存事業） 

事業箇所 

長崎市大浦町１番 37 号 

 

事業概要 

国指定の重要文化財旧長崎英国領事館は建設以来、大規模な修理等は

なされておらず、地盤沈下や建物の傾斜、外壁の劣化等が進行している

ため、本格的な保存修理を実施する。 

 

 

 

 

 

旧長崎英国領事館 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

旧長崎英国領事館は、本館、附属屋など各建物の質が良く、敷地全体

にわたって往時の姿をよく保っており、明治時代後期の洋風建築として

貴重である。重要伝統的建造物群保存地区内の国指定の重要文化財であ

り、本格的な保存修理を実施することで、良好な町並み景観の形成や長

崎の歴史文化の周知に資するとともに、周遊観光に関わる探訪施設でも

あることから、長崎居留地の海外交流にみる歴史的風致の維持及び向上

に寄与する。 
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事業番号１-２ 

事業名 重要文化財旧グラバー住宅主屋及び附属屋保存整備事業 

事業主体 長崎市 

事業期間 平成 30 年度～令和３年度 

支援事業名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（文化財保存事業） 

事業箇所 

長崎市南山手町２番地 

 

事業概要 

国指定の重要文化財旧グラバー住宅について、施設利用者の安全確

保のため、保存修理を行う。 

 

 

 

 

 

旧グラバー住宅 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

旧外国人居留地の歴史を伝える歴史的建造物、世界文化遺産「明治日

本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産であり、

公開施設でもある。耐震補強工事を実施することで、良好な町並み景観

の形成や長崎の歴史文化の周知に資するとともに、周遊観光に関わる

探訪施設でもあることから、長崎居留地の海外交流にみる歴史的風致

の維持及び向上に寄与する。 
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事業番号１-３ 

事業名 伝統的建造物等（民間所有）保存整備補助事業 

事業主体 長崎市 

事業期間 平成２年度～令和 11 年度 

支援事業名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（文化財保存事業） 

事業箇所 東山手・南山手伝統的建造物群保存地区 

事業概要 

東山手・南山手伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物は、幕末か

ら明治時代に建築されたものが多く、定期的な維持補修が必要である

ことから、伝統的建造物（活水学院本館等）の保存修理・耐震化等を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活水学院本館 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

東山手・南山手地区を構成する伝統的建造物群は、長崎居留地の歴史

的風致と密接に関係する建造物である。民間が所有するこれらの歴史

的建造物が保存継承されることは、保存活動の継承やミッション・スク

ールの活動が維持されるとともに、良好な町並み景観の形成がなされ、

長崎居留地の海外交流にみる歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事業番号１-４ 

事業名 グラバー園伝統的建造物耐震対策事業 

事業主体 長崎市 

事業期間 平成 25 年度～令和９年度 

支援事業名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（文化財保存事業） 

事業箇所 

長崎市南山手町 8 番 1 号 

 

事業概要 

南山手伝統的建造物群保存地区内に位置するグラバー園内の伝統的

建造物（重要文化財を除く）の耐震化を順次実施し、利用者の安全性を

確保する。 

 

 

 

 

旧ウォーカー住宅 

旧ウォーカー住宅 

【参考】対象伝統的建造物 

 旧三菱第二ドックハウス、旧スチイル記念学校、旧ウォーカー住宅、 

 旧長崎地方裁判所長官舎、旧自由亭 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

長崎市を代表する周遊施設であるグラバー園内の伝統的建造物の耐

震化を実施することで、伝統的建造物の保存継承ができ、長崎居留地の

歴史文化の周知に資するとともに、長崎居留地における海外交流にみる

歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事業番号１-５ 

事業名 景観形成助成金 

事業主体  長崎市 

事業期間 平成２年度～令和 11 年度 

支援事業名 市単独事業 

事業箇所 市内全域 

事業概要 

長崎市景観条例第 23条に基づき、すぐれた景観の形成を目的として、 

景観法に基づき指定された景観重要建造物等の大規模な修繕等に要す

る経費の一部を助成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本基督教団長崎教会 

 

 

 

 

 

 

 

 

池上家住宅 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

景観を形成するうえで重要な建造物である景観重要建造物の保存修

理を行うことで、歴史的建造物の保存継承がなされ、良好なまち並み景

観の形成やその発信に資することから、長崎市全体の歴史的風致の維

持及び向上に寄与する。 
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事業番号１-６ 

事業名 重要文化財旧オルト住宅保存整備事業 

事業主体 長崎市 

事業期間 令和４年度～令和７年度 

支援事業名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（文化財保存事業） 

事業箇所 

長崎市南山手町８番 

 

事業概要 

国指定の重要文化財旧オルト住宅について、施設利用者の安全確保の

ため、保存修理・耐震補強工事を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

旧オルト住宅 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

旧外国人居留地の歴史を伝える歴史的建造物で、公開施設でもある。

耐震補強工事を実施することで、良好な町並み景観の形成や長崎の歴史

文化の周知に資するとともに、周遊観光に関わる探訪施設でもあること

から、長崎居留地の海外交流にみる歴史的風致の維持及び向上に寄与す

る。 
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（2） 歴史的建造物の周辺環境の保全・形成に関する事業  

事業番号２-１ 

事業名 花のあるまちづくり事業（ばら植栽管理） 

事業主体 長崎市 

事業期間 平成 25 年度～令和 11 年度 

支援事業名 市単独事業 

事業箇所 東山手・南山手エリア 

事業概要 

まちぶらプロジェクトの一環として、東山手・南山手エリアを、歩い

て楽しい魅力あふれるゾーンとするため、洋館の施設内の庭園や通り

沿いの公共空間に植栽したバラを適切に育成し、長崎さるくコースを

はじめとした町並みの美観及び歴史的風致の拠点を巡る回遊性の維

持・向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

南山手地区町並み        南山手地区町並み 

保存センター           保存センター 

 

 

 

 

 

 

南山手レストハウス       東山手十二番館 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

歴史的建造物の敷地内や通り沿いの公共空間にばらを植栽し、ばら

の花を楽しめる環境を創出し、歩いて楽しいまちを実現することで、区

域内の回遊性を高めることから、長崎居留地の海外交流にみる歴史的

風致の維持及び向上に寄与する。 
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事業番号２-２ 

事業名 グラバー園施設整備事業 

事業主体 長崎市 

事業期間 平成 25 年度～令和 11 年度 

支援事業名 市単独事業 

事業箇所 

長崎市南山手町８番１号 

 

事業概要 

長崎市を代表する観光施設であるグラバー園内の建物、エスカレータ

ー等の整備を行う。 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

国指定の重要文化財３棟、伝統的建造物６棟の洋館を有する歴史的風

致の拠点となるグラバー園内の休憩所、トイレ、エスカレーター等の整

備を行うことで、園内の歴史的資源の快適な周遊を確保することがで

き、長崎居留地の海外交流にみる歴史的風致の維持及び向上に寄与す

る。 
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事業番号２-３ 

事業名 老朽危険空き家対策事業 

事業主体 長崎市 

事業期間 平成 18 年度～令和 11 年度 

支援事業名 空き家対策総合支援事業  

事業箇所 市内全域 

事業概要 

市民の安全と安心を確保するため、長年にわたって使用されず、適正

に管理されていない老朽危険空き家のうち、所有者が、その建物及び土

地を本市に寄附できる等の条件を満たしたものを除却し、跡地をポケ

ットパーク等に活用する。 

 

 

 

 

 

 

      整備前           整備後 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

長年にわたって使用されず、適正に管理されていない老朽危険空き

家は、町並みの景観が損なわれている要因にもなっている。老朽危険空

き家の除却、跡地の有効活用を行うことで、住環境整備等の推進や良好

な景観の形成が図られることから、市全体の歴史的風致の維持及び向

上に寄与する。 
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事業番号２-４ 

事業名 特定空家等除却費補助事業 

事業主体 長崎市 

事業期間 平成 23 年度～令和 11 年度 

支援事業名 空き家対策総合支援事業 

事業箇所 市内全域 

事業概要 

老朽化した危険である、若しくは危険となる恐れのある特定空家等

の除却を行う者に対し、建築物の除却工事費の一部を補助し、長年放置

され老朽化し、周辺の住環境を悪化させている危険な空き家住宅の除

却を促し、安全安心な住環境づくりを促進する。 

 

[対象建築物] 

①長崎市内にあること 

②空き家であること 

③木造又は鉄骨造であること 

④過半が住宅として使用されていたこと 

⑤周囲に悪影響を及ぼしている、又は及ぼす恐れのあるもの 

⑥構造の腐朽又は破損などにより、著しく危険性のあるもの 

 

 

 

 

 

 

 

助成前             助成後 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

長年にわたって使用されず、適正に管理されていない特定空家等は、

町並みの景観が損なわれている要因にもなっている。特定空家等の除

却の促進を行うことで、住環境整備等の促進や良好な景観の形成が図

られることから、市全体の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事業番号２-５ 

事業名 夜間景観整備事業 

事業主体 長崎市 

事業期間 令和２年度～令和６年度 

支援事業名 
社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）、社会資本整備総

合交付金（街なみ環境整備事業） 

事業箇所 

環長崎港地域 

事業概要 

環長崎港夜間景観向上基本計画に基づき、中・近景及び遠景からの視

点による夜間景観整備を行う。本事業においては、夜を歩いて楽しむ中・

近景の夜間景観づくりのために、歴史的建造物や観光施設のライトアッ

プと、それらをつなぐ回遊路の街路灯等を整備する。  

●ライトアップ２か所 

日本基督教団長崎教会、旧香港上海銀行長崎支店記念館 

●街路灯４路線 

伊勢町大浦町線、大浦町下町１号線、南山手町１号線ほか１路

線、南山手町４号線 

●整備イメージ 

 

 

 

 

整備前（祈念坂）   整備後（手すり照明設置） 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

歴史的建造物がその価値に基づき適切にライトアップされ、それらを

つなぐ公共空間の灯りも併せて整備を行うことで、夜間景観が向上し、

市全体の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。  
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事業番号２-６ 

事業名 景観まちづくりガイドライン策定 

事業主体 長崎市 

事業期間 令和４年度 

支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

事業箇所 重点区域全域 

事業概要 

景観に関する既存の規制及び修景基準や推奨事例がまとめられた

景観まちづくりガイドラインを策定する。  

（参考）深堀地区景観まちづくりガイドラインにおける修景基準 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

市民や事業者の景観まちづくりに対する理解が深まり、各種景観の規

制が遵守されるとともに修景等の一層の景観形成が図られることで、長

崎居留地の海外交流にみる歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事業番号２-７ 

事業名 景観支障物件の除却 

事業主体 長崎市 

事業期間 令和４年度～令和 11 年度 

支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

事業箇所 重点区域全域 

事業概要 

主要な動線や視点場から洋館や港への眺望の支障となっている肥大

化した樹木や構造物等の除去を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

旧杠葉本館前の整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

東山手洋風住宅群（７棟）前の整備イメージ 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

主要な動線や視点場からの洋館や港への眺望景観が確保されること

で、長崎居留地の海外交流にみる歴史的風致の維持及び向上に寄与す

る。  
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（3） 歴史的な営みや活動の継承に関する事業  

事業番号３-１ 

事業名 出前講座 

事業主体 長崎市 

事業期間 平成 30 年度～令和 11 年度 

支援事業名 市単独事業 

事業箇所 市内全域 

事業概要 

市の事業や制度について、職員が市民のところへ出向いて、講義を行

い、市政への理解を深めてもらう。 

•対象者：市内在住、市内通勤する原則 15 人以上のグループ 

•開催日：希望日 

•時間：午前９時～午後９時（60～90 分程度） 

•講座内容：市政に関すること 37 講座、暮らしに関すること 26 講座 

文化財関連では、長崎市の文化財、長崎歴史文化基本構想、祝！世

界遺産「明治日本の産業革命遺産」、「長崎と天草地方の潜伏キリシタ

ン関連遺産」の世界遺産登録、世界とつながる出島等、まちづくり関

連では、長崎市がめざすまちの姿、まちなか再生の推進（まちぶらプ

ロジェクト)、景観とまちづくり等を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

長崎市の歴史資源は数多く、生活環境のなかに埋もれ、その価値に気

が付かないことが多くみられる。市民に長崎の歴史・文化・まちづくり

等の事業を個別に、市民のニーズに合わせて、分かりやすく説明するこ

とにより、市民の理解と協力を得て、事業の円滑化を図ることによっ

て、市全体の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事業番号３-２ 

事業名 ながさき歴史の学校事業 

事業主体 長崎市 

事業期間 平成 30 年度～令和 11 年度 

支援事業名 市単独事業 

事業箇所 市内全域 

事業概要 

ながさき歴史の学校は、長崎の歴史について、もっと知りたい、いろ

いろな人と交流したいという市民や市民団体等がつながる仕組み（ネ

ットワーク）をつくり、だれもが気軽に学べ、お互いに教え合える学び

の場を市民との協働によって作り上げことを目的とし、さまざまな長

崎市内の歴史を題材にした講座を開催。 

歴史や市内の文化財についても初心者にわかりやすいコースを提供

し、文化財はじめの一歩コースは文化財サポーター（ボランティア活

動）の育成事業と連携している。 

 

 

 

 

 

 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

長崎市の歴史資源は数多く、生活環境のなかに埋もれ、その価値に気

がつきにくい。市民の多くが長崎市内の歴史に関心を持つことによっ

て、歴史や文化財に対して市民の理解と協力を得ることで、市全体の歴

史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事業番号３-３ 

事業名 住宅リフォーム支援補助金 

事業主体 長崎市 

事業期間 平成 23 年度～令和７年度 

支援事業名 社会資本整備総合交付金（住宅性能向上リフォーム提案事業） 

事業箇所 市内全域 

事業概要 

住宅の性能向上などの居住環境改善及び地場産業の育成を図るとと

もに、産業の活性化に資するため、住宅リフォーム支援補助金事業に

より支援を行うもの。 

改修前           改修後 

 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

住宅リフォーム支援により、地域の定住人口を維持されることで、

歴史的な活動や営みが継承され、市全体の歴史的風致の維持及び向上

に寄与する。 
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事業番号３-４ 

事業名 定住促進空き家活用補助金 

事業主体 長崎市 

事業期間 平成 29 年度～令和７年度 

支援事業名 市町村振興事業（空き家家財処分費補助金) 

事業箇所 市内全域 

事業概要 

空き家を有効活用し移住や地域コミュニティの促進を図るため、市

内にある一戸建て空き家住宅の改修工事等を行う方に対し、定住促進

空き家活用補助金事業により支援を行うもの。 

改修前            改修後 

 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

一戸建て空き家の改修により移住者が増加することで、歴史的な活

動や営みが継承され、市全体の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事業番号３-５ 

事業名 空き家・空き地情報バンク制度 

事業主体 長崎市 

事業期間 平成 18 年度～令和 11 年度 

支援事業名 市単独事業 

事業箇所 市内全域 

事業概要 

長崎市への移住・定住を検討されている市外在住の方、転居を考え

ている市民の方に対して、市内に存在する空き家・空き地の情報を提

供し、空き家の活用促進、そこに住んでもらうことで、地域の活性化

などを図るもの。 

長崎市空き家空き地情報バンクのウェブサイト 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

移住者の増加や市民の転居により空家等が活用されることで地域が

活性化し、歴史的な活動や営みが継承され、市全体の歴史的風致の維

持及び向上に寄与する。 
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事業番号３-６ 

事業名 地域コミュニティ連絡協議会の設立・運営支援 

事業主体 長崎市 

事業期間 平成 23 年度～令和 11 年度 

支援事業名 市単独事業 

事業箇所 市内全域 

事業概要 

人口減少、少子化・高齢化、生活スタイルや価値観の多様化などに伴

い、地域の一員であるという意識や地域における連帯感が希薄化し、社

会の状況が大きく変化してきているなかで、今後さらに多様化・複雑化

していく地域課題に対応するためには、自治会をはじめとした地域で

活動する様々な団体の連携を強め、多くの地域住民が話し合い、地域に

必要なことを「地域で決めて、地域で実行する」しくみが必要である。 

そこで、地域の各種団体が連携し、地域課題の解決や活性化に取り組

む「地域コミュニティ連絡協議会」の設立及び運営を支援するもの。  

 

 

 

 

 

 

 

 

住民等による地域の課題解決に向けた話し合い 

（地域コミュニティ連絡協議会設立支援） 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

地域コミュニティが活性化されることで、歴史的な活動や営みが継

承され、市全体の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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（4） 賑わいの創出に関する事業 

事業番号４-１ 

事業名 まちなか賑わいづくり活動支援事業 

事業主体 長崎市 

事業期間 平成 24 年度～令和９年度 

支援事業名 市単独事業 

事業箇所 

まちなかエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要 

歴史や文化、観光など、地域の魅力を高め、発信し、賑わいを高める

ための活動を行う市民や地域団体等に対して、活動を支援することに

よって、地域の賑わいづくりに取り組むもの。  

 

【助成事例】 

 

●山手地区の街歩き情報ツール、町並み活性化事業 

 栞型の街歩き情報ツールや、栞と連動したホームページを作成

する。 

 

●長崎のまちなみが飛び出す！3Ｄポップアップカードで長崎の魅力

再発見 

長崎のまちなみをデザインした 3Ｄカードの展示会、商品開発、 

ワークショップを実施する。 
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「栞型」情報ツール 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3Ｄポップアップカード 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

地区内の歴史や文化などを活かした魅力づくりを行い、賑わいを高

めることを目的とした地域の自主的な活動を支援することにより、活

動の活性化を図る。活動を通じて、地区内外への歴史、文化的資源に対

する認知と理解を深めることにより、歴史・文化を保全する機運の醸成

につながり、歴史・文化の継承や地域の活性化が図られ、近世長崎の町

人文化にみる歴史的風致、中国文化の伝来にみる歴史的風致、長崎居留

地の海外交流にみる歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事業名 旧浪平小学校跡地広場整備事業 

事業主体 長崎市 

事業期間 令和５年度～令和 7 年度 

支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

事業箇所 旧浪平小学校跡地 

事業概要 

南山手地区重要伝統的建造物群保存地区内にある旧浪平小学校跡地

について、防災機能を持った地域の拠点となる多目的広場等として整

備を行うもの。 

整備イメージ 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

拠点となる広場を整備することで、来訪者の回遊が促進されるとと

もに、営みや活動の基盤となる暮らし環境の充実化が図られることで、

長崎居留地の海外交流にみる歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事業名 案内・誘導サイン整備事業 

事業主体 長崎市 

事業期間 令和５年度～令和６年度 

支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

事業箇所 重点区域全域 

事業概要 

回遊行動の拠点等に歴史的建造物や観光施設等の名称、位置、写真、

概要について示した案内サインを整備するとともに、交差点等に施設

の名称、距離、進行方向について示した誘導サインの整備を行うもの。 

 

整備イメージ 

 

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由 

来訪者の回遊が促進されることで、長崎居留地の海外交流にみる歴

史的風致の維持及び向上に寄与する。 

 


